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公布された規則のあらまし 

 

 

◇教育委員会所管の学校における指導が不適切である教諭等の研修に関する規

則の一部を改正する規則 

１ 大阪市立学校活性化条例の規定により、学校協議会は、校長に、指導が不

適切である教員に対して校長が講ずべき措置等について意見し、当該校長が

講じた措置等に不服があるときは、教育委員会に対して必要な措置を講じる

ように申し出ることができることとされたとともに、教育委員会は、校長が

児童等に対する指導が不適切であると認めた教員に対し、必要な措置を講ず

るものとされたことに伴い、指導が不適切である教員の研修の実施に必要な

規定を整備するため、規則の改正を行うことにしました。 

２ この規則は、公布の日（平成24年９月12日）から施行することにしました。 

（平成24年大阪市教育委員会規則第23号 教育委員会事務局教務部教職員人 

事担当） 

 

 

 

 

 

 

教育委員会所管の学校における指導が不適切である教諭等の研修に関する規 

則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成24年９月12日 

大阪市教育委員会 

委員長 矢野裕俊 

大阪市教育委員会規則第23号 

規      則 

○舞洲野球場の臨時休業の承認

○昭和 40 年大阪市告示第 112 号（大阪港臨港地区の分区の指定）

　の一部改正
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○一般競争入札の執行（大阪市交通局各事業所清掃等業務委託）

○落札者等の公示

○指定給水装置工事事業者の指定

○指定給水装置工事事業者の指定の取消し
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   教育委員会所管の学校における指導が不適切である教諭等の研修 

に関する規則の一部を改正する規則 

教育委員会所管の学校における指導が不適切である教諭等の研修に関する規

則（平成20年大阪市教育委員会規則第23号）の一部を次のように改正する。 

題名中「教諭等」を「教員」に改める。 

本則中「教諭等」を「教員」に、「校園長」を「校長」に改める。 

第１条を次のように改める。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、教育公務員特例法（昭和24年法律第１号。以下「法」と

いう。）第25条の２第１項及び大阪市立学校活性化条例（平成24年条例第86

号。以下「条例」という。）第15条第４項に規定する児童、生徒又は幼児 

（以下「児童等」という。）に対する指導が不適切であると認定した教員 

（法第２条第２項に規定する教員をいう。以下同じ。）に対して実施する研

修に関し、必要な事項を定めるものとする。 

第２条中「指導が」を「法第25条の２第１項に規定する指導が」に改め、 

「法第25条の２第１項に規定する公立の小学校等の教諭等のうち、」を削る。 

第３条及び第４条を次のように改める。 

（学校協議会による意見等） 

第３条 条例第９条第４項第４号に規定する校長が講ずべき措置等についての

意見は、意見書（様式第１）により行うものとする。 

２ 条例第９条第６項に規定する申出は、申出書（様式第２）により行うもの

とする。 

（指導及び助言並びに事実確認等の実施） 

第４条 校長（園長を含む。以下同じ。）は、教員が第２条各号のいずれかに

該当すると疑われるとき又は条例第９条第４項第４号に規定する校長が講ず

べき措置等についての意見を受けたときは、当該教員に対し、児童等に対す

る指導の改善に必要な指導及び助言を行うとともに、事実確認その他の必要

な措置（以下「事実確認等」という。）の実施を予告し、事実確認等の実施

に関する報告書（様式第３）を教育委員会に提出しなければならない。 

２ 校長は、学校での指導の実態、児童等又は保護者等からの苦情等の記録、

校長の注意等の改善方策の成果等について事実確認等を実施し、指導記録 

（様式第４）を作成しなければならない。 

３ 校長は、前項の事実確認等の実施にあたり、教育委員会に職員の派遣を要

請することができる。 

４ 教育委員会は、条例第９条第６項の規定による申出を受けたときは、校長

に対し、必要な指導及び助言を行うとともに、当該教員に対し、校長を通じ

て事実確認等の実施を予告しなければならない。 

５ 教育委員会は、学校での指導の実態、児童等又は保護者等からの苦情等の

記録、校長の注意等の改善方策の成果等について事実確認等を実施し、事実

確認等の実施記録（様式第５）を作成しなければならない。 
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６ 校長は、教育委員会から第４項に規定する指導及び助言を受けたときは、

当該教員に対し、児童等に対する指導の改善に必要な指導及び助言を行わな

ければならない。 

７ 校長は、第４項に規定する事実確認等の実施を予告したときは、事実確認

等の実施に関する報告書（様式第３）を教育委員会に提出するとともに、指

導記録（様式第４）を作成しなければならない。 

第10条を第11条とし、第９条を第10条とする。 

第８条第１項中「分限処分」を「免職」に改め、同条第３項中、「（別記様

式第８）を」を「（様式第18）を、校長を通じて」に改め、同条第４項中「ス

テップアップ研修の延長、終了」を「ステップアップ研修の延長、終了又は免

職」に、「第４条第２項の申請を行った校園長に」を「第５条第２項又は第５

条第６項に基づく書類を提出した校長に対して、決定通知書（様式第13）によ

り」に改め、同条に次の２項を加え、同条を第９条とする。 

５ 教育委員会は、第１項の規定によりステップアップ研修の延長を決定した

ときは、校長を通じ当該教員に対し、決定通知書（様式第14）により同研修

の受講を命令するものとする。 

６ 教育委員会は、第１項の規定によりステップアップ研修の終了を決定した

ときは、校長を通じ当該教員に対し、決定通知書（様式第14）により同研修

の終了を通知するものとする。 

第７条第１項中「第５条第１項」を「第６条第１項」に、「校外研修の受講

を」を「、決定通知書（様式第14）により校外研修の受講を」に改め、同条第

２項中「研修指導計画を作成し」を「研修指導計画を策定するとともに、「ス

テップアップ研修」指導計画書（様式第15）を作成し」に改め、同条を第８条

とする。 

第６条第１項中「第５条第１項」を「前条第１項」に、「校内研修の受講を」

を「、決定通知書（様式第14）により校内研修の受講を」に改め、同条第２項

中「研修指導計画を教育委員会へ届け出なければならない。」を「研修指導計

画を策定するとともに、「ステップアップ研修」指導計画書（様式第15）を作

成し、教育委員会へ提出しなければならない。」に改め、同条第４項中「別記

様式第６」を「様式第16」に、「別記様式第７」を「様式第17」に改め、同条

を第７条とする。 

第５条第１項中「前条第２項に基づく申請があった」を「前条第２項又は前

条第６項に基づく書類を受理した」に改め、同条第７項中「前条第２項の申請

を行った校園長に」を「前条第２項又は前条第６項に基づく書類を提出した校

長に対して、決定通知書（様式第13）により」に改め、同条を第６条とし、第

４条の次に次の一条を加える。 

（申出等） 

第５条 校長は、前条第２項に規定する指導記録（様式第４）に基づき、指導

が不適切である教員の判定基準表（様式第６。以下「判定基準表」という。）

を作成し、当該教員が第２条各号のいずれかに該当するか否かを判定しなけ
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ればならない。 

２ 校長は、前項に基づき当該教員が第２条各号のいずれかに該当すると判定

したときは、速やかに教育委員会に申し出るとともに、次に掲げる書類を提

出しなければならない。 

(1)  指導が不適切である教員に係る申請書（様式第７。以下「申請書」とい

う。） 

(2) 指導が不適切である教員に関する調書（様式第８。以下「調書」という。） 

(3) 指導記録（様式第４） 

(4) 判定基準表（様式第６） 

(5) その他教育委員会が必要と認める書類 

３ 校長は、第１項に基づき当該教員が第２条各号に該当しないと判定したと

きは、速やかに教育委員会に指導記録（様式第４）、判定基準表（様式第６）

及び事実確認等の実施解除に係る報告書（様式第９）を提出しなければなら

ない。 

４ 校長は、条例第９条第４項第４号に規定する校長が講ずべき措置等につい

ての意見を受けた後に第１項に規定する判定を行ったときは、速やかに学校

協議会に報告書（様式第10）を提出しなければならない。 

５ 教育委員会は、前条第７項に規定する指導記録（様式第４）及び前条第５

項に規定する事実確認等の実施記録（様式第５）に基づき、当該教員が第２

条各号のいずれかに該当するか否かを判定し、判定通知書（様式第11）によ

り校長に通知しなければならない。 

６ 教育委員会が前項の規定に基づき当該教員が第２条各号のいずれかに該当

すると判定したときは、校長は、次に掲げる書類を教育委員会に提出しなけ

ればならない。 

(1)  申請書（様式第７） 

(2) 調書（様式第８） 

(3) その他教育委員会が必要と認める書類 

７ 教育委員会は、第５項の規定に基づき当該教員が第２条各号に該当しない

と判定したときは、速やかに校長を通じて事実確認等の実施を解除するもの

とする。 

８ 校長は、第５項の判定通知書（様式第11）を受理したときは、速やかに同

判定通知書（様式第11）の写しを添えて、学校協議会に報告書（様式第10）

を提出しなければならない。 

９ 校長は、第２項又は第６項に基づく書類を教育委員会に提出した後、速や

かに当該教員に対して申請書（様式第７）の写しを交付するとともに、指導

が不適切である教員に係る申請に対する意見書（様式第12）を、申請書（様

式第７）の写しの交付があった日から14日以内に、校長を通じ教育委員会に

提出することができる旨を通知するものとする。 

様式第１から第８までを次のように改める。 
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様式第８の次に次の10様式を加える。 
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